
 

 

県営住宅等指定管理者募集に関する質問に対する回答 

令和６年８月（住宅課） 

No. 質 問 回 答 

１ 応募資格の条件である常勤建築士に
ついて、宮古本社で１名常勤している
場合で、八重山地区で応募申請する場
合は資格要件を満たしていることにな
りますか。 
 また、応募資格に「申込日以降、建
築士を常勤で確保できること」となっ
ていますが、申込日以降いつまでに確
保すればよいのでしょうか。 

要件を満たしております。 
 ただし、１級又は２級建築士について
は、１団体に少なくとも１人以上の在籍
で足りるものとしますが、複数の地区を
申請する団体にあっては、維持及び修繕
に関する業務に関して安定して行える体
制とすることに留意してください。 
 なお、新規で建築士を確保する場合に
ついては、指定管理者に指定され、業務
開始日までに確保していただくことにな
ります。 

２ 沖縄県営住宅等指定管理者募集要項 
P2「６ 応募資格・欠格事項等」 
 応募資格・欠格事項等(1)②におい
て「他の構成員は県内に事務所又は事
業所を有すること」と記載があります
が、他の構成員は「主たる事務所又は
事業所」でも構わないという認識で宜
しいでしょうか。 

お見込みのとおり。 
 なお、共同企業体の場合、他の構成員
が主たる事務所又は事業所（いわゆる本
店）を有していても、代表となる団体
は、県内に主たる事務所又は事業所（い
わゆる本店）を有する必要があります。 

３ 沖縄県営住宅等指定管理者募集要項 
P４「７(3)他の業務の実施」 
（ア）「他施設の指定管理において管
理職員が兼務となっている場合、適切
に管理運営ができるか審査を行う」と
記載がございますが、指定管理だけで
なく民間住宅等の管理も含まなければ
適切に管理運営できるか審査できない
と思慮いたしますが、いかがでしょう
か。 
（イ）審査は、同募集要項 P10「13 
優先交渉権者の選定及び指定管理者の
指定」⑴選定方法の①、②いずれの審
査に該当しますか。 

（ア）ご指摘のとおりです。 
 基本的には、他業務を兼任しない県営
住宅専任者と考えておりますが、各地区
ごとに管理戸数や業務量が異なることか
ら、管理運営方法についても様々な方法
があるものと考えております。 
 そのため、他業務を兼任しても県営住
宅管理業務に支障がないかを判断する必
要があるため、募集要項に記載した指定
管理だけでなく、管理代行、民間賃貸住
宅管理等に従事する管理職員を兼任させ
る場合には、様式１－３（職員配置計
画）へ兼務状況（従事割合）を表示のう
え、団体の組織図や業務執行体制のわか
る書類を別途添付してください。 
 なお、様式１－２（収支予算書）には
兼任者における人件費は県営住宅の管理
に従事した比率に応じた額で見積もるこ



 

 

と。 
（イ）①及び②の両審査に該当します。 

４ 沖縄県営住宅等指定管理者募集要項 
P５「(12)指定管理者名等の表示」 
（ア）「指定管理者名と設置者である
県の連絡先を施設内に表示する・・」
とございますが、現在設置されている
駐車禁止看板及び緊急修繕業者連絡先
への表示でよろしいでしょうか。 
（イ）指定管理者名の表示は正式名称
だけでなく、状況に応じて、略称を使
用することは可能でしょうか。 

（ア）配布物（パンフレット等）及び現
在設置されている看板等への表示を想定
しております。今後、設置する看板等へ
も指定管理者名と県の名称を併記して下
さい。 
（イ）入居者等が指定管理者の名称を錯
誤なく認識できるような表示をして下さ
い。 

５ 沖縄県営住宅等指定管理者募集要項 
P６「(2)施設管理に要する経費等」 
 業務管理の上限額については、沖縄
県総務部行政管理課において公表され
ている「公の施設の指定管理者制度に
関する運用方針」に基づき算定されて
いるものと考えますが、今回の業務管
理費上限額の設定について、各地区の
人件費の算定に係る所要人員、間接経
費率について、それぞれ提示していた
だくことは可能でしょうか。 

現指定管理者の業務処理件数等に基づ
き業務量を算出して所要人員を設定して
おります。 
 なお、所要人員については、提案内容
の一部をなすものであり、回答は差し控
えます。 

間接費率についても同様となります。 

６ 沖縄県営住宅等指定管理者募集要項 
P12「16 その他」 
 (1)「沖縄県は指定管理者の公表等
必要な場合は、事業計画書等の内容の
全部及び一部を使用できるものとす
る。」と記載がございますが、公表等
を行う書類の内容等に応じて、指定管
理者と協議することは可能でしょう
か。 

沖縄県情報公開条例第 16 条第１項に基
づき、県から意見照会の機会を設けるこ
とにしております。 

７ 沖縄県営住宅等指定管理者募集要項 
P17「職員の配置計画（様式 1-3）」 

様式 1-3 の添付書類（３つ目の※ 
複数施設の指定管理者～）の「管理す
る施設」とは、民間住宅等の施設も含
むと理解して宜しいでしょうか。 

お見込みのとおり。 



 

 

８ 管理業務仕様書（全般） 
前回の業務仕様書と比較して、新た

に仕様書に記載された業務について
は、どのように必要人員数を算出され
たのでしょうか。 

新たに仕様書に記載された業務は、こ
れまでも指定管理者業務としてあった内
容を明文化したものです。 

９ 管理業務仕様書別紙１（管理編）
P19「⑾住替条件（退去修繕費入居者
負担分の納付等）の遵守指導（分割納
付含む）及び履行確認」 
（ア）分割納付の管理を行うにあたっ
て、現行の県営住宅管理システムの改
修等を想定されておりますでしょう
か。 
（イ）分割納付の場合、どのような支
払方法が想定されますか。 
（ウ）分割納付において、金融機関取
り扱い手数料が発生した場合、沖縄県
営住宅等指定管理者募集要項Ｐ７上段
（４）の記載と同様に県負担となると
考えて宜しいでしょうか。 

（ア）指定管理者において帳簿を作成の
うえ管理していただくことになります。 
（イ）窓口現金納付又は徴収員徴収を想
定しております。 
（ウ）お見込みのとおり。 

10 管理業務仕様書別紙１（管理編）
P33「退去事務等に関すること」 

（ア）「ケ 退去時修繕費」委託事
務の取り扱いについて、根拠法令等の
適用がございますか。 

（イ）退去時修繕費の督促等につい
ては、県営住宅家賃滞納整理事務処理
要綱のような内部規程や様式等がござ
いますか。 

（ア）沖縄県営住宅の設置及び管理に関
する条例第 21 条に基づく業務であり、指
定管理業務と位置付けております。 
（イ）現時点ではございません。 

11 管理業務仕様書別紙１（管理編）
P52～「県営住宅駐車場の管理業務に
関すること」 

前回の仕様書に記載のあった「県へ
の進達」等の文言が無くなり、「県営
住宅駐車場の使用決定を行う」という
文言に置き換わっていますが、今後
は、県への進達等を行う必要はなく、
指定管理者の判断で使用決定を行うと
の認識で宜しいでしょうか。 

ご指摘ありがとうございます。前回の
仕様書と同様で進達については今後も必
要です。 
 管理業務仕様書別紙１（管理編）P52
～P55 を修正しホームページへ掲載しま
す。 

12 管理業務仕様書別紙２（維持修繕
編）P4「(6)計画修繕の実施」 

「各地区毎の修繕計画書を作成す
る」との記載がございますが、各地区

お見込みのとおり。 
なお、対象項目は、屋根防水、床防

水、外壁塗装等、鉄部塗装等、建具・金
物等、給水設備、排水設備、ガス管設



 

 

毎の修繕計画とは小修繕（経年劣化に
伴う消防設備機器更新や給排水管更
新、浄化槽設備更新等のライフライン
維持整備）更新というイメージで宜し
いでしょうか。 

備、電灯設備、消防用設備、昇降機設
備、外構・付属施設とします。 

なお、住戸内の設備等は、入居者退去
後に適宜実施するものとし長期修繕計画
の対象外としております。 

13 管理業務仕様書 P1「５ 業務の実
施体制について」 
 (2)業務時間に関して、「緊急対応時
等を除く」と記載されているが具体例
を教えてください。 

 県営団地等における火災、飛び降り等
の事件事故、自然災害（地滑り、落雷、
大雨、台風等）被害状況の確認及び対応
処理について緊急対応時と想定しており
ます。 

14 人員採用の困難な環境になってお
り、前指定管理者より業務経験者スタ
ッフを引き継げる可能性はあります
か。 

募集要項 P8 「11 業務の引継」でも
記載しているとおり、前指定管理者で従
事している方が再雇用を希望した場合は
配慮していただければと思います。 

15 管理業務仕様書別紙１（管理編）P5 
「ウ 募集広告」 

入居の公募にあたっては、新聞・ラ
ジオ・テレビ・ホームページを通じて
多くの方に周知が図られるようにとあ
りますが、周知費用は指定管理料に含
まれていますか。 

お見込みのとおり。 
指定管理料に広告料は含まれておりま

す。 

16 弊社の管理体制計画の参考のために
中部 B 地区の直近数年（１～３年）の
修繕件数やその他問い合わせ件数の開
示が可能でしたらご教示いただけます
か。 

各地区ごとの件数については、公表を
控えさせていただきます。 
 参考までに年間平均処理件数（1000 戸
単位）は、別紙「R2～R5 年度実績 平
均処理件数（1000 戸当たり）」のとお
り。 

17 入居の際の仲介手数料については、
要項中に明記がありませんでしたが、
普段の賃貸管理業務で頂いている 0.5
ヶ月＋税の仲介手数料は取れないとい
う理解になりますか。 

また、自動車保管場所証明書（車庫
証明）の取得に必要な書類作成代行事
務手続きについては、手数料を徴収し
ても問題ないでしょうか。通常弊社で
は 5 千円＋税を頂いております。 

お見込みのとおり。 
指定管理者の利益は、上限額に含まれ

ております。 
なお、車庫証明の発行手続きに必要な

「自動車保管場所使用承諾証明書」の対
応については、指定管理者業務であり指
定管理料上限額に含まれているため別途
請求はできません。 

また、自動車保管場所証明書（車庫証
明）の取得に必要な書類作成代行事務手
続きについては指定管理者へ依頼する入
居者はほとんどおりません。 



 

 

18 ハウスクリーニングや修繕業者の選
定については、管理業者に一任される
という理解で宜しいでしょうか。 

修繕の種類やエリア等の条件によっ
て県指定の業者を手配する必要がある
等がございましたらご教示いただけま
すか。 

業務管理仕様書別紙２（維持修繕編）
P1 「1.4 共通事項」 

業者選定については、公平性を確保す
るため原則入札により決定すること。た
だし、特命随契の理由が明確であり、県
の承諾を得ている場合にはこの限りでは
ありません。 

なお、修繕業者は「沖縄県土木建築部
建設工事入札参加資格者名簿」に登載さ
れた有資格者の中から選定してくださ
い。 

19 公平な利用のため入居者との契約後
であっても条件を付したり変更したり
することは可能でしょうか。 

県に対して事前に確認する等の対応
を想定しています。 

公営住宅は、公営住宅法、沖縄県営住
宅の設置及び管理に関する条例及び同条
例施行規則に基づき入居を許可しており
ます。 

よって、これら関係法令等に基づき管
理を行っていただき、個別事案に関して
は適宜、県と調整のうえ対応していただ
くことになります。 

20 入居者自身が火災保険の加入を希望
した場合、弊社指定の保険業者（複
数）を提案して加入してもらっても問
題ないでしょうか。 

差し支えありません。 

21 水道管理費について、要項中に記載
の地区別平均経費一覧表は月額平均の
認識で間違いないでしょうか。 

例えば、中部 B 地区の場合は 67 千
円×12 か月で年間 804 千円が「業務
管理費上限額（年額）」から支払われ
るという理解で正しいでしょうか。 

また、これらの検針業務は毎月、指
定管理者が行うことはなく、市町村か
ら請求書が送付されるというイメージ
でしょうか。 

水道管理費と質問内容は同じです
が、施設賠償責任保険料についても記
載されているのは月額平均で、上記同
様の計算で年間保険料が「業務管理費
上限額（年額）」から支払われるとい
う理解で正しいでしょうか。 

水道管理費及び施設賠償責任保険料に
ついては、年額（R2～R5 年度の実績平
均額）で表示をしております。 

よって、中部 B 地区について、水道管
理費が年間 67 千円、施設賠償責任保険料
が年間 252 千円となります。なお、現指
定管理者の実績の平均額となっておりま
すのでご留意願います。 

お見込みのとおり、検針業務は毎月、
指定管理者が行わず、市町村から請求書
が送付されます。また、水道管理費及び
施設賠償責任保険料については「業務管
理費上限額（年額）」に含まれておりま
す。 



 

 

22 賃貸借契約の期間（１年 or２年な
ど）や種類（普通借家、定期借家）は
どのように行われておりますか。 

また、契約更新（定期借家であれば
再契約）の事務は行われていますか。
行われている場合は更新事務手数料や
再契約事務手数料を入居者から徴収す
ることができますか。 

公営住宅は、住宅に困窮する低所得者
のために賃貸する住宅であり、住宅困窮
事情の解消が明白な高額所得者となるこ
と等の特段の事由がない限り、居住が継
続することを前提としております。 

したがって、県と入居者との間で期間
の定めのない賃貸借契約を締結しており
ます。 

なお、公営住宅法第 20 条により家賃及
び敷金等以外の金品徴収等の禁止が規定
されております。 

 


